
1.�老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給開始�
時期の選択肢の拡大

　老齢基礎年金および老齢厚生年金（以下、公的

年金）は、原則として、65歳から受け取ることが

できるが、現行制度では、希望することで60歳か

ら70歳の間で自由に受給開始時期を選ぶことがで

きる。65歳より早く受け取り始めた場合（繰り上

げ受給）には減額（ 1月当たり0.5％減額、最大30

％減額。令和 4年 4月より減額率改定）した年金

を、65歳より遅く受け取り始めた場合（繰り下げ

受給）には増額（ 1月当たり0.7％増額、最大42％

増額）した年金を、それぞれ生涯を通じて受け取

ることとなる［図表 1］。

　今回の改正は、高齢期の就労の拡大等を踏まえ、

高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の

方法を選択できるよう、繰り下げ制度について、

より柔軟で使いやすいものとするための見直しを

行うものである。内容としては、現行制度では60〜

70歳まで自分で選択可能となっている年金受給開

始時期について、その上限を75歳に引き上げるこ

ととし、繰り下げ増額率は最大で84％となる。こ

の制度改正は、令和 4年 4月から適用され、令和

4年 4月 1日以降に70歳に到達する人（昭和27年

4 月 2 日以降に生まれた人）が対象となる。なお、

今回の改正で、65歳からとなっている年金支給開

始年齢に変更はない。
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　これに連動して、上限年齢以降に請求する場合

の上限年齢での繰り下げ制度についても、上限年

齢を現行の70歳から75歳に見直す。つまり、75歳

以降に繰り下げ申し出を行った場合、75歳に繰り

下げ申し出があったものとして年金を支給するこ

ととする。

　また、今回の改正において、数理的に年金財政

上中立となるよう、繰り上げ受給を選択した場合

の繰り上げ減額率が見直される。令和 4年 4月 1

日以降60歳に達する人を対象に、繰り上げ減額率

を現行の 1月当たり0.5％から0.4％に引き下げるこ

ととし、最大では24％の減額となる。

2.在職定時改定の導入
　これまでは、退職等により厚生年金被保険者の

資格を喪失するまでは、在職中の老齢厚生年金の

額は改定されなかった［図表 2］。今回の改正で、
65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者につい

て、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納め

た保険料を年金額に反映する制度（在職定時改定）

を導入する。これにより、就労を継続したことの

効果を、退職を待たず早期に年金額に反映するこ

とで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経

済基盤の充実が図られる。この制度改正は、令和

4年 4月から適用となる。

　また、今回の改正において、60〜64歳に支給さ

れる特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老

齢年金制度（低在老）について、年金の支給が停

止される基準額が現行の賃金と年金月額の合計額

28万円から47万円に緩和されることとなり、賃金

と年金月額の合計額が28万円から47万円の人は年

金額の支給停止がされなくなる。上記の在職定時

 �公的年金の繰り上げ・繰り下げ図表 1

資料出所：�厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」を一部編集（［図表 2］も同じ）。

60歳 65歳 70歳 75歳 平均的な死亡年齢

42％増額

今回の改正で75歳まで
繰り下げ可能となる
（84％増額） ※世代としての平均的な給

付総額を示しており、個
人によっては受給期間が
平均よりも短い人、長い
人が存在する。

65歳からとなっている年金支給
開始年齢の引き上げは行わない

（参考）繰り上げ・繰り下げによる減額・増額率
　　　減額率・増額率は請求時点（月単位）に応じて計算される。
　　　・�繰り上げ減額率＝0.5％※×繰り上げた月数（60〜64歳）

※繰り上げ減額率は令和 4年 4月 1日以降、60歳に到達する人を対象として、 1月当たり0.4％に改正予定。
　　　・繰り下げ増額率＝0.7％×繰り下げた月数（66〜75歳）

−％−

請求時の年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳

減額・増額率
（改正後）

70.0
（　76.0）

76.0
（　80.8）

82.0
（　85.6）

88.0
（　90.4）

94.0
（　95.2） 100.0 108.4 116.8

請求時の年齢 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳

減額・増額率
（改正後） 125.2 133.6 142.0 150.4 158.8 167.2 175.6 184.0
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改定とともに、就労しながら受け取ることのでき

る年金額が改定されることとなる。なお、65歳以

上の在職老齢年金制度（高在老）の支給停止の基

準額は、現行の基準額（47万円）から変更されな

い。

3.実務への影響
　公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大によ

り、高齢者にとっては70歳以降の就労も選択肢の

一つとなる。現在、企業は65歳までの継続雇用措

置の義務および70歳までの就業確保措置の努力義

務が課されているが、今回の公的年金の繰り下げ

受給年齢の引き上げは、人材不足等で高齢者の活

用がより積極的に必要な企業にとっては、人材確

保の後押しとなる改正と考えられる。

　また、これまで60〜64歳の在職者は、年金の支

給停止を避けるために年金額と報酬額の合計が28

万円未満となるよう就労を調整する傾向が見られ

たが、今後は就労時間等の選択の幅が広がると考

えられる。ただ、60〜64歳に支給される特別支給

の老齢厚生年金は段階的に支給開始年齢が引き上

げられており、男性は2025（令和 7）年度以降、

女性は2030（令和12）年度以降、特別支給の老齢

厚生年金の支給はないため、影響としては限定的

である。

　今回の改正により、高齢者の就労による年金受

給への影響は小さくなるため、企業として、年金

受給を考慮した給与額や就労時間を設定している

場合には、労働条件等の見直しが必要となるケー

スも考えられる。

 �在職定時改定の仕組み図表 2

【現行】

【見直し内容】
•標準報酬月額20万円で 1年間就労した場合
　⇒＋ 1万3000円程度/年（＋1100円程度/月）

65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
（70歳まで継続就労のケース）

老齢基礎年金

老齢厚生年金

退職改定による年金額増額分

70歳到達時（厚年喪失時）に年金額改定

65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
（70歳まで継続就労のケース）

老齢基礎年金

老齢厚生年金

在職中毎年 1回の改定

在職定時改定による年金額増額分
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